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〇
経
済
産
業
省
告
示
第 

号 

 

一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

第
二
号
、
第
四
号
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款

料
金
算
定
規
則
第
二
十
七
条
等
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 
後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

第
一
条 

一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規

則(

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。)

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
又
は
算
式

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
補
正
料
金
算
定
指
数
（
規

則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
補
正
料
金
算

第
一
条 

一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規

則(

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。)

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
又
は
算
式

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
補
正
料
金
算
定
指
数
の
区

分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
額
又
は
算
式



 

2 

定
指
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区

分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
額
又
は
算
式

と
す
る
。
た
だ
し
、
翌
日
市
場
に
お
け
る
三
十
分
単
位
の

各
時
間
帯
ご
と
の
売
買
取
引
に
お
け
る
価
格
が
二
百
円
以

上
と
な
る
回
数
が
、
連
続
す
る
七
日
の
期
間
内
に
三
十
回

以
上
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
、
当
該
価
格
が
百
円
以
上

と
な
る
回
数
が
、
連
続
す
る
七
日
の
期
間
内
に
零
と
な
っ

た
日
ま
で
の
期
間
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
二
十
七
条
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
又
は

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
上
限
を
、
百
円
と
す
る
。 

補
正
料
金
算
定
指
数
が

三
百
円 

と
す
る
。 

         

補
正
料
金
算
定
指
数
が

二
百
円 
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三
未
満
で
あ
る
場
合 

補
正
料
金
算
定
指
数
が

三
以
上
八
未
満
で
あ
る

場
合 

四
百
五
十
円
か
ら
補
正

料
金
算
定
指
数
に
五
十

円
を
乗
じ
た
額
を
減
じ

た
額 

補
正
料
金
算
定
指
数
が

八
以
上
十
未
満
で
あ
る

場
合 

二
百
五
十
円
か
ら
補
正

料
金
算
定
指
数
に
二
十

五
円
を
乗
じ
た
額
を
減

じ
た
額 

補
正
料
金
算
定
指
数
が

十
以
上
で
あ
る
場
合 

零
円 

 

三
未
満
で
あ
る
場
合 

補
正
料
金
算
定
指
数
が

三
以
上
八
未
満
で
あ
る

場
合 

二
百
九
十
三
円
か
ら
補

正
料
金
算
定
指
数
に
三

十
一
円
を
乗
じ
た
額
を

減
じ
た
額 

補
正
料
金
算
定
指
数
が

八
以
上
十
未
満
で
あ
る

場
合 

二
百
二
十
五
円
か
ら
補

正
料
金
算
定
指
数
に
二

十
二
・
五
円
を
乗
じ
た

額
を
減
じ
た
額 

補
正
料
金
算
定
指
数
が

十
以
上
で
あ
る
場
合 

零
円 
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第
二
条 

規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
百
円
と
す
る
。 

 

第
三
条 

規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
期
間
に
あ
っ
て
は
百
円
と
し
、
当
該
期
間
以
外
の
期

間
に
あ
っ
て
は
三
百
円
と
す
る
。 

第
四
条 

規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業

大
臣
が
定
め
る
額
は
、
零
円
と
す
る
。 

 

第
五
条 

規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

第
二
条 

規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り

百
円
と
す
る
。 

第
三
条 

規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
経

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り

二
百
円
と
す
る
。 

 

第
四
条 

規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業

大
臣
が
定
め
る
額
は
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
円
と

す
る
。 

第
五
条 

規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す



 

5 

る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
又
は
算
式
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
補
正
料
金
算
定
指
数
（
規
則
第
二
十
七
条

の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
補
正
料
金
算
定
指
数
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
ご
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
額
又
は
算
式
と
す

る
。
た
だ
し
、
沖
縄
電
力
の
供
給
区
域
に
お
け
る
三
十
分

単
位
の
各
時
間
帯
ご
と
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金
が
二
百
円

以
上
と
な
る
回
数
が
、
連
続
す
る
七
日
の
期
間
内
に
三
十

回
以
上
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
、
当
該
料
金
が
百
円
以

上
と
な
る
回
数
が
、
連
続
す
る
七
日
の
期
間
内
に
零
と

な
っ
た
日
ま
で
の
期
間
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
二
十
七
条

る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
又
は
算
式
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
補
正
料
金
算
定
指
数
の
区
分
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
額
又
は
算
式
と
す
る
。 

        



 

6 

の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
額
又
は
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
上
限
を
、
百
円
と

す
る
。 

補
正
料
金
算
定
指
数
が
八

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ

る
場
合 

三
百
円 

補
正
料
金
算
定
指
数
が
八

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
二
十

九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で

あ
る
場
合 

八
千
三
百
を
二
十
一
で
除

し
た
値
か
ら
補
正
料
金
算

定
指
数
に
二
百
五
十
を
乗

じ
て
二
十
一
万
で
除
し
た

額
を
減
じ
た
値
に
相
当
す

   

補
正
料
金
算
定
指
数
が
八

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ

る
場
合 

二
百
円 

補
正
料
金
算
定
指
数
が
八

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
二
十

九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で

あ
る
場
合 

五
千
四
百
四
十
を
二
十
一

で
除
し
た
値
か
ら
補
正
料

金
算
定
指
数
に
百
五
十
五

を
乗
じ
て
二
十
一
万
で
除

し
た
額
を
減
じ
た
値
に
相



 

7 

る
金
額 

補
正
料
金
算
定
指
数
が
二

十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

三
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満
で
あ
る
場
合 

千
六
百
を
三
で
除
し
た
値

か
ら
補
正
料
金
算
定
指
数

に
五
十
を
乗
じ
て
三
万
で

除
し
た
値
を
減
じ
た
値
に

相
当
す
る
金
額 

補
正
料
金
算
定
指
数
が
三

十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

で
あ
る
場
合 

零
円 

第
六
条 

規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す

る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
第
五
条
た
だ
し
書
に

当
す
る
金
額 

補
正
料
金
算
定
指
数
が
二

十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

三
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満
で
あ
る
場
合 

 

四
百
八
十
か
ら
補
正
料
金

算
定
指
数
に
十
五
を
乗
じ

て
一
万
で
除
し
た
値
を
減

じ
た
値
に
相
当
す
る
金
額 

 

補
正
料
金
算
定
指
数
が
三

十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

で
あ
る
場
合 

零
円 

（
新
設
） 

 



 

8 

規
定
す
る
期
間
に
あ
っ
て
は
百
円
と
し
、
当
該
期
間
以
外

の
期
間
に
あ
っ
て
は
三
百
円
と
す
る
。 

 
 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


